新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業務委託
公募型プロポーザル実施要領


１　目的
本実施要領は、「新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業
務」の受託者を公募型プロポーザル方式で選定するために必要な事項を定めるものである。

２　業務の概要
（１）業務名
新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業務委託
（２）業務内容
別紙「新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業務
委託仕様書」のとおり
（３）業務箇所
福岡県糟屋郡新宮町新宮東四丁目１１５２番２（旧新宮東幼稚園敷地）
（４）履行期間
契約締結日～令和９年３月３１日
（５）予算規模
本業務の予算規模は、導入可能性調査委託料及びアドバイザリー業務委託料を合計して、
３１，９００，０００円（消費税含む）以内とする。
なお、導入可能性調査委託料は、１０，０００，０００円（消費税含む）以内とする。

３　プロポーザルの参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たしていることを要件とする。ただ
し、共同企業体による参加の場合は、（３）及び（９）に関しては、構成企業のいずれかがそれを満たせばよいものとする。
（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
（２）参加意思表明書の提出期限の日から契約締結日までの間に国又は地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。
（３）令和６年・令和７年度新宮町競争入札参加資格者（有資格者）名簿（建設コンサルタント等）に
登録されていること。
（４）新宮町暴力団排除条例（平成２２年新宮町条例第６号）第２条に規定する暴力団員でないこと
又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始もしくは更正手続き開始の申
立てがされていないこと又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始も
しくは再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
[bookmark: _Hlk185604255]（６）国税、地方税等を滞納していないこと。
[bookmark: _Hlk185604306]（７）経営状況及びその規模、態勢において、本業務の履行に支障がない者であること。
[bookmark: _Hlk185604339]（８）会社の所在（本・支店、営業所、事務所等を含む。）が福岡県内にあり、本町と十分な意思疎通
ができる者であること。

[bookmark: _Hlk185604482]（９）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に基づく一級建築士事務所の登録を受けてい
る者であること。
[bookmark: _Hlk185604503]（10）令和２年度以降に、本業務と同種(＊１)・類似(＊２)の業務を含む施設改修に係る設計業務を
受注し、完了した実績を有する者であること。
(＊１)同種業務：地域拠点に関する公民連携導入可能性調査
(＊２)類似業務：公共建築物の建設に関する公民連携導入可能性調査

４　日程（予定）
	項　目
	日　程　等

	公募開始日
	令和８年２月２４日（火）

	１次審査質問受付期間
	令和８年２月２４日（火）～令和８年２月２７日（金）１５時必着

	１次審査質問回答
	令和８年３月２日（月）予定

	参加意思表明書受付期間
	令和８年２月２４日（火）～令和８年３月　６日（金）１７時必着

	１次審査結果通知(必要書類確認)
	令和８年３月１０日（火）

	提案書等書類提出期間
	令和８年３月１０日（火）～令和８年３月１９日（木）１７時必着

	辞退届提出期限
	令和８年３月１９日（木）

	２次審査会(プレゼンテーション)
	令和８年３月２３日（月）予定

	２次審査結果通知
	令和８年３月下旬



５　質問の受付及び回答
[bookmark: _Hlk222308445]（１）提出書類：質問書（様式６）
（２）提出期限：令和８年２月２７日（金） １５時必着
（３）提 出 先：新宮町 子育て支援課
（４）質問方法
・質問書（様式６）に必須事項と、簡潔にまとめた質問内容を記載し、「１４ 担当部署」に記載
しているメールアドレスへ電子メールにより提出すること。
　・電子メールの表題は「【事業者名】旧新宮東幼稚園敷地活用業務委託プロポに関する質問」とし、
提出後は電話で受信確認を行うこと。
（５）回答方法
・質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和８年３月２日（月）に
新宮町ホームページにおいて公表する。なお、電話等による個別対応はしない。

６　参加表明書及び資格確認書類の提出
本プロポーザルへの参加を希望する者は、仕様書、実施要領及び関係法令等の各規定を確認した上
で、次に掲げる書類を提出すること。ただし、⑥⑦については、参加意思表明書受付期限から３か月以内に発行されたものに限る。
（１）提出書類：各１部
①　参加表明書（様式１）
　②　参加資格確認書（様式３）
③　会社概要及び業務実績（様式５）
④　予定技術者調書（様式７）
⑤　業務実施態勢調書（様式８）
⑥　登記事項全部証明書 ※原本
[bookmark: _GoBack]⑦　滞納がないことの証明（国税、都道府県税及び市町村税） ※原本
※共同企業体による参加の場合は、構成企業ごとに「③会社概要及び業務実績（様式５）」を提出
するものとする。また、協力業者等は上記「３　プロポーザルの参加資格」の（３）及び（９）を
除くすべての要件を満たすこととする。
（２）受付期限：令和８年３月６日（金） １７時必着
（３）提 出 先：新宮町　子育て支援課
（４）提出方法：窓口提出又は郵送のいずれかにより受け付ける。

７　企画提案書の提出者の選定（１次審査）
（１）審査員
・別途定める選考委員会設置要綱に基づき指定するものとする。
（２）審査方法
・「６　参加表明書及び資格確認書類の提出」で提出された書類を「別表：評価指標」に基づいて審査し、高い評価を得た提案者を３者程度選定するものとする。
・提案者が３者以下の場合、１次審査は省略できるものとする。
（３）結果の通知
・選定した者に対しては書面で通知するとともに、企画提案書（様式４）の提出を要請するも
のとする。
・選定されなかった者に対してもその旨を通知する。

８　企画提案書の提出
企画提案書（様式４）は次に定めるところにより作成し提出するものとする。
（１）必要な書類
　・提案書（様式９）
・見積書（※導入可能性調査委託料とアドバイザリー業務委託料及び各積算内訳を記載するもの
とする。サイズはＡ４で、様式は自由とする。）
※プレゼンテーションを予定しているため、「提案者名」欄及び見積書以外は社名を伏して提出す
るものとする。
　※別紙「新宮町旧新宮東幼稚園敷地活用ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査・アドバイザリー業務委
託仕様書」で定める業務内容は、町が現段階で想定するものであり、予算上限額範囲内におけ
る事業者からの追加提案を妨げるものではない。
（２）提出
・提出期限：令和８年３月１９日（木） １７時必着
　　・提 出 先：新宮町 子育て支援課
　　・提出部数：１１部
　　・提出方法：窓口提出又は郵送（提出期限までに必着のこと）
（３）留意事項
・提案に当たっては、別添仕様書を参照のこと。


９　企画提案の審査（２次審査）
（１）実 施 日：令和８年３月２３日（月） 予定
（２）実施場所：新宮町役場（詳細は書類選考結果通知時に連絡するものとする。）
（３）審 査 員：別途定める選考委員会設置要綱に基づき指定するものとする。
（４）審査方法
・審査は参加者から提出された企画提案書及び参加者による審査会の場でのプレゼンテーショ
ン及びヒアリングに基づいて行い、提案者の業務完遂能力（業務実績、技術力、組織）、企画力
及び業務への取組について「別表：評価指標」をもとに総合的に審査するものとする。
・審査に際しては、提案者からのプレゼンテーションを予定しているため、当日は担当者の出
席（３名以内）を求めるものとする。詳細は別途通知するものとする。
・提案時間は１５分以内（セッティングに係る時間を含む）とし、その後質疑応答を２０分以
内で行う。
・机、椅子、電源、大型モニターは当方が用意するが、その他の機材は提案者で用意すること。
（５）参加者及び結果の公表・通知
　　・企画提案の審査結果は、２次審査に参加した全ての者に対し、選定の可否を書面で通知する。
　　また、採択事業者及び当該プロポーザルに参加した全ての者の社名について、町のホームペー
ジで公表する。

１０　評価方法
「別表：評価指標」参照

１１　契約
特定した者と見積りをもとに契約交渉を行い、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（その性質は又は目的が競争入札に適さないもの）の規定による随意契約を締結する。また、契約
交渉が不調のときは、審査により順位付けられた上位の者から順に契約交渉を行うものとする。
なお、当該業務の受注又は辞退を理由として、これに続く設計業務の発注先候補から除外されることはない。

１２　失格事項
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
（１）提出書類等が期限内に提出されなかった場合
（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合
（３）参加資格を満たさなくなった場合
（４）審査等の公平性を害する行為があった場合
（５）提出された見積額が予算額を上回っている場合

１３　その他
（１）本プロポーザルに要する一切の費用は参加者の負担とする。
（２）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
（３）「予定技術者調書（様式７）」に記載した技術者は原則として変更できないものとする。ただ
し、やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者である旨の証明書等を提
出し、あらかじめ本町の了解を得るものとする。
（４）提出された書類は返却しないものとする。なお、提出書類は、本プロポーザル以外の目的に
は使用しない。
（５）採用したプロポーザルの著作権は新宮町に帰属するものとする。また、提案は事業の実施に
際して一部変更する場合がある。
（６）本プロポーザルに参加意思表明後に辞退される場合は、「参加辞退届（様式２）」を提出する
ものとする。

１４　担当部署
〒８１１－０１２４
福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目５番１号　シーオーレ新宮
新宮町 子育て支援課
電  話：０９２－９６３－２９９５(直通)
ＦＡＸ：０９２－９６２－５３３３
E-mail：kodomo@town.shingu.fukuoka.jp




























別表：評価指標
	審査
	評価項目
	評価内容
	評価基準
	評価点
	係数
	配点
	合計

	














１次審査
	履行能力
	〇提案者の履行能力の有無
・同種、類似業務の実績の件数（令和２年度以降）、内容から円滑な履行が期待できるか。
同種業務：地域拠点に関する公民連携導入可能性調査
類似業務：公共建築物の建設に関する公民連携導入可能性調査
	５点：同種業務３件以上
４点：同種業務２件以上
３点：同種業務１件以上
２点：類似業務１件以上
１点：上記以外
	５点

～

１点
	×１
	５点
	１５点


	
	実施態勢
	〇管理技術者の技術レベル
・管理技術者は同種業務（令和２年度以降）における統括的経験を十分有しているか。
・技術に関する資格（技術士（都市及び地方計画）、一級建築士等）を有しているか。
・地域拠点整備に関する知識や実績を十分に有しているか。
・管理技術者が他の業務に並行して従事している場合、本業務への従事が十分に確保できるか。
	５点：管理技術者として同種業務２件以上、及び技術士（都市及び地方計画）に加えて一級建築士保有
４点：管理技術者として同種業務２件以上、及び技術士（都市及び地方計画）保有
３点：管理技術者として同種業務１件以上、及び技術士（都市及び地方計画）保有
２点：管理技術者として類似業務３件以上、及び技術士（都市及び地方計画）保有
１点：上記以外
	
	×１
	５点
	

	
	
	〇主担当者の技術レベル
・主担当者は同種業務（令和２年度以降）における統括的経験を十分有しているか。
・技術に関する十分な資格（技術士、一級建築士等）を有しているか。
・地域拠点整備に関する知識や実績を十分に有しているか。
・主担当者が他の業務に並行して従事している場合、本業務への従事が十分に確保できるか。
	５点：担当技術者として同種業務２件以上、及び技術士（建設）に加えて一級建築士保有
４点：担当技術者として同種業務２件以上、及び技術士（建設）保有
３点：担当技術者として同種業務１件以上、及び技術士（建設）保有
２点：担当技術者として類似業務３件以上、及び技術士（建設）保有
１点：上記以外
	
	×１
	５点
	



	審査
	評価項目
	評価内容
	評価基準
	評価点
	係数
	配点
	合計

	



２次審査
	業務完遂
能力

	業務
実施
方針
	本事業の課題を的確に把握しているか。
	評価内容と同じ

	５点

～

１点
	×２
	　１０点
	６０点


	
	
	
	本事業の目的、地域特性を
踏まえた提案となっている
か。
	
	
	×２
	１０点
	

	
	
	
	仕様書に定める業務内容以外の追加提案があるか。
	
	
	×１
	   ５点
	

	
	
	提
案
力
	事業実現性を高める提案となっているか。
	
	
	×３
	　１５点
	

	
	
	
	効果的、効率的な提案となっているか。
	
	
	×２
	　１０点
	

	
	
	
	その他、本事業を円滑に実施するための提案等がなされているか。
	
	
	×２
	　１０点
	



※評価点の判断基準は次のとおりとし、絶対評価により評価する。
	評価点
	判断基準

	５
	非常に優れている

	４
	優れている

	３
	普通

	２
	やや劣る

	１
	非常に劣る又は審査不能



※企画提案審査（２次審査）は、基準となる点数を定め、選定の可否を決定する。
上記評価項目の各内容を『３点　普通』で評価した場合の評価点合計は３０点。
　  　　合計３０点×審査員８人＝総合計２４０点を超えるものを選定可の基準とする。

‐ 1 ‐
